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平成30年特別区人事委員会
職員の給与等に関する報告及び勧告
～月例給は引下げ、特別給は5年連続引上げ～

- - 一

特別区人事委員会（中山弘子委員長）は、１０月１０B(水）、各特別区の議会及び
区長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
勧告では、職員の月例給が民間を上回っていたことによる給料表の引下げ改定

(較差△９,６７１円△２.４６%)、一方で、特別給は年間支給月数の０．１月引上げ
(４．５月→４.６月）等について言及しました。
報告及び勧告の概要については、以下のとおりです。

仕事と家庭の両立
支援と多様で柔軟
な働き方

１
仕事と育児や介護、病気の治療等を両立するため、働き方の選択肢を増やすことが必要
制度設計に当たっては、適正な検証期間を設け各区の実情に合うように留意

勤務実態の適切な把握、要因分析により、長時間労働の解消に取り組む必要
効率的な業務執行体制の構築、適正な人員配置等が必要
業務分担の見直し等、休暇を取得しやすい職場環境整備が必要

２ 長時間労働の是正
及び年休等の取得
促進２勤務環境の

整備等
３メンタルヘルス対
策の推進

メンタルヘルス不調のリスクが高い者にも面接指導を実施することが重要
管理監督者・産業保健スタッフ・人事労務担当の連携で職場復帰支援に取り組む必要 Ｉ Ｉ平成BO年特別区人事委員会勧告等の概要４八ラスメント防止

対策
ハラスメントのない職場づくりのため学習機会充実等、組織的な取組が必要
当事者の人間関係だけでなく、職場全体の問題として対応することが不可欠 中山弘子委員長

１本年の給与改定
不祥事発生後の影響拡大や信用低下を最小限に留めるため、危機管理体制の強化が必要
適正な事務執行の確保のため、業務プロセスの可視化、効率化が必要
組織全体での適切な役割分担による横断的な取組により、各区の特性に応じた体制整備等が必要

３区民からの
信頼の確保 民 間 従 業 員 ｜ 職 員 差

月例給 △９．６７１円
(△２．４６％）３８3,７６０円 ３９３．４３１円

(特別区人事委員会事務局）

月例給 特別給
原則、全ての級及び号給について、給料月額を引下げ（平均改定率△２６％）
管理職の職責の高まり等を考慮し、５６級の引下げを弱める
Ｉ類及びⅢ類の初任給については、人材確保の観点から据置き
所要の調整については、１２月に支給される期末手当の額において実施
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Ⅲ 類 障 害 者

実施済（９月９日（日））

１０月１９ B ( 金 ) | １ ０ 月 ９日（火）

第１次試験・選考

第１次試験・選考合格発表 ２給与制度における課題

’支給月数の配分を検討するとともに、支給回数について見直しをする必要
一部の職層に一律拠出を適用していない区は、早急に一律拠出適用の必要

１１月１日(木)１１月２日（金）
のうち指定する１日

１０月30日(火)１０月３１日（水）
のうち指定する１日

期末手当について
勤勉手当について第２次試験・選考 諸手当

最終合格発表 １１月１６日（金）
任命権者の検討状況を踏まえ、保育教諭等の職に適用する給与制度について、職務・職責に応じた給与等の観
点から検討する必要

保育教諭等の
給与

’特別区職員Ⅲ類採用試験第１次試験実施状況
Ｂ人事・給与制度、勤務環境の整備等上段：平成３０年度

中段平成２９年度
下 段 ： 蝋 減

括弧内は女性の人数（内数） ’係長職の安定的確保という制度改正の趣旨を踏まえた適切な任用管理が必要
主任職に多くの職員が滞留し、主任職選考合格者が抑制され、若年層職員のモチベー
ションが低下しないよう留意
係長職等の人数を更に増加させ、新たな主査の人材育成を計画的に行う必要
制度改正後の実態を踏まえ、職務給原則の徹底に基づく不断の見直しを実施
高齢層職員の昇給等について、国等との均衡等を考慮し適切な見直しが必要
係長職等の人数増加を図り、管理職確保につなげていくことが重要
制度改正の趣旨を踏まえ昇任意欲醸成に向けた取組を行う魁要
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４１２５（１，６０８) 3.476（１．３６３）事 務 1３５ ８４．３ ２５．７

’２３区が連携し、組織の魅力や仕事のやりがいを高める活動の展開が必要
経験者採用制度について、受験対象年齢の見直しによる拡大が必要
児童相談所設置に向け、経験者、任期付採用等の一層の活用が必要
新たなPR事業の効果について検証を行い、戦略的な取組を推進
就職先としての価値を高め、仕事のやりがいや魅力を伝えていく取組が必要

1.575（４１８） 1‘２５３（４１５）２８ ▲１３

２人材の確保

障害者を対象とする特別屋職員採用選考第１次選考実施状況
一一一一 二 一 一 一 一 - - - 三 一 . _ - 一 - 二 - - - - - . - - ’ １人事・給与

制度上段平成３０年度
中段平成２９年腹
下 段 増 減

括弧内は女性の人数（内数）

人事評価制度の見直しを図り、人材と組織を強化する基盤的な仕組みとしていく鰍要
人事評価者の評価能力・技術等の向上を支援するため、取組を進めていく必要
組織体制の見直しも含め、戦略的な人材育成策を講ずる必要
長期的視点から職員の可能性を見極め、成長につなげる仕組みの構築が遡要
昇任の不安解消のため多様な職務経験を積ませる等適切な任用管理が必要
係長職に対する能力向上支援及び昇任意欲醸成の計画的実施が肝要
管理職の人材育成、統一選考の意義の観点で管理職選考制度のあり方を検討

’３ 人 材 の 育 成
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受験者数
C ( 名 ）

受験率
C/B(%)
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倍 率
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2 2 0 ( 6 8 ) 1７9 ( 5 2 )４９ ８１.４ ３７

４高齢層職員の能力
及び経験の活用

５非常勤職員等への
対応

定年前職員と再任用職員双方の能力を最大限に活用できる人事管理が必要
定年の引上げについては、国等の動向を注視し、任命権者と連携して検討を進める

法改正の趣旨を踏まえ、個々具体の職の設定について判断する邸要
会計年度職員の業務内容等に鑑み複数級の設定は望ましくない
制度設計等は常勤職員との権衡を図り、区ごとに異なることがないよう検討
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特別給
民間支給割合

４．６２月分

職員支給月数

４．５０月

差

0.12月


